
「陸前高田がんばっぺし応援寄附金」（ふるさと納税）

お礼品提供事業者及びお礼品の募集・登録要項

１ 目的

本要項は、陸前高田がんばっぺし応援寄附金（ふるさと納税）に係るお礼品提供事業者の登録

及びお礼品提供事業者が提案するお礼品の登録に必要な事項を定めることを目的とする。

２ お礼品の趣旨

陸前高田がんばっぺし応援寄附金で一定額以上の寄附をいただいた方々へ対し、「地域産業の

後押し」、「地域情報の発信に伴う交流人口の拡大」そして「震災の風化を防ぐ」意味で、本市の

特産品等としてお礼品を進呈する。

３ 実施体制

⑴ 寄附金受付、寄附金受領証明書発行、お礼品提供事業者及びお礼品の決定

陸前高田市商工交流部商工観光課

⑵ お礼品集荷、梱包、発送、開拓、情報発信及びふるさと納税ポータルサイトの運用管理

お礼品等取扱業務受託者

※ お礼品等取扱業務受託者は、毎年度、市が選定し業務委託契約する

４ お礼品提供事業者の利点

⑴ ふるさと納税お礼品カタログやポータルサイトに商品名、事業者名などが掲載されると共に、

市が積極的な情報発信を行うことで、全国に向けて商品や事業者のＰＲができる。

⑵ ふるさと納税寄附者に進呈するお礼品での販路拡大が期待できる。

⑶ 広告料、送料などの負担がない。

５ お礼品提供事業者の登録等について

⑴ お礼品提供事業者要件

次のすべてを満たしたうえで、市が認める事業者であること。

ア お礼品の趣旨に賛同するもの。

イ 生産・製造・販売に関する法令等を遵守していること。

ウ 事業者として５年以内に社会的信用が疑われた事実がないこと。



エ 暴力団でないこと及び役員・社員等に暴力団員がいないこと。また密接な関係を有してい

ないこと。

オ 個人情報の漏洩、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理ができるこ

と。

⑵ 登録申請方法

陸前高田がんばっぺし応援寄附金のお礼品提供事業者として登録を希望する事業者は、申請

書類を書面で提出すること。

ア 申請書類

(ｱ) お礼品提供事業者登録申請書（様式第１号）

(ｲ) 誓約書（様式第２号）

イ 提出先

陸前高田市商工交流部商工観光課ふるさと納税係

陸前高田市高田町字下和野１００番地

電話番号：０１９２－５４－２１１１（内線４２４・４２５）

⑶ 登録決定について

申請書類等を総合的に判断し、登録を決定するときは、申請事業者へお礼品提供事業者登録

決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。

⑷ 登録内容の変更について

登録された事業者の住所、名称、代表者又はその他の変更があったときは、「お礼品提供事

業者登録内容変更申出書」（様式第４号）を提出すること。

⑸ 登録の取消について

次の場合は、お礼品提供事業者登録を取り消し、ポータルサイト等への掲載を停止する。

ア 事業者が、市に登録中止を申し出たとき。

イ 事業者が、お礼品提供事業者要件に適合しなくなったと認められるとき。

ウ お礼品が、お礼品要件に適合しなくなったと認められ、その改善がなされないとき。

エ お礼品の配送に著しい遅延が生じたとき又はお礼品の品質等に対し寄附者から苦情が複

数あったときで、誠実な対応を行わず、事業者の責任が重いと市が判断したとき。

オ その他、ふるさと納税制度の運用に重大な支障を来す行為があったとき。

６ お礼品の登録について

⑴ お礼品要件

平成３１年４月１日付け総務省告示第１７９号第５条に規定される総務大臣が定める基準



（地場産品基準）に適合し、市が認めるもの。

⑵ 登録申請及び決定について

お礼品提供事業者として登録された事業者がお礼品を提案する際は、お礼品等取扱業務受託

者へ提案すること。

お礼品取扱業務受託者は提案内容を確認のうえ、市へお礼品登録を申請する。

市は申請内容を総合的に判断し、登録を決定するときは、お礼品取扱い業務受託者へ通知す

る。

なお、登録後であっても、お礼品登録中止の申し出があったとき又はお礼品要件に適合しな

くなったと認められるときには、決定を取り消す場合がある。

⑶ お礼品の価格及び寄附金額の設定について

ア お礼品の価格は、本体価格に消費税を含めた価格とする。

イ 寄附金額は、総務省の基準に基づき、お礼品の価格に３分の１０をかけた額を基本として、

市が決定する。

（お礼品等取扱業務受託者）

ふるさと陸前高田

（陸前高田地域振興株式会社・株式会社フロムゼロ特定委託業務共同企業体）

陸前高田市高田町字鳴石５０−１０－１F

電話番号：０１９２－２２－９１５５ FAX番号：０１９２－２２－９１６５

メールアドレス：rikuzentakata@fromzero.pro


